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従来の実施状況に関する情報の開示（案） 別紙　１　
１　従来の実施に要した経費 （単位：千円）

平成19年度 平成20年度 平成21・22年度
（農林水産省）

常勤職員 5,136 5,429 － 
非常勤職員 － － － 

8,484 8,434 － 
1,539 2,052 21,000 
15,159 15,915 21,000 
33 39 － 

1,232 1,030 － 
158 183 － 

16,582 17,167 21,000 
（注記事項）

２．各費目の内容及び算出方法は以下のとおり。

a+b

１．業務の実施期間は１月から12月までの１年間。
    実施に要した経費は、19年度及び20年度は１月から12月までの１年間の経
  費を、21・22年度は民間競争入札により実施した２年間の委託費を計上して
  いる。

○　人件費
　　人件費の内訳は、基本給、諸手当、社会保険料等である。
　　平成19年度は平成19年１～12月、平成20年度は平成20年１～12月の数値を
　集計したもの。
　　・算出方法
　　　①　全国の農政事務所（局含む）から５か所を無作為に選定。
　　　②　各農政事務所の人件費を合計した値を選定した農政事務所の客体数
　　　　を除し、１客体当たりの人件費を算出。
　　　③　全国の客体数に１客体当たりの人件費を乗じ、本調査における全国
　　　　の人件費を算出。

人件
費

物件費
委託費（調査協力謝金）

計
参
考
値
（
b)

減価償却費
退職給付費用
間接部門費



１　従来の実施に要した経費（つづき） （単位：千円）
（注記事項）（つづき）
○　物件費

○　委託費

○　減価償却費（建物）

○　退職給付費用

○　間接部門費

　　19、20年度については、調査協力謝金を計上した。21・22年度は民間委託
　した契約額（21・22年調査分）を計上した。なお、契約額には、調査協力謝
　金を含む。
（参考）
　　平成21年調査の郵送料（調査関係用品の配付及び調査票の回収）は約28
　万7千円、謝金支払は約179万円である。

　　・定額法により算出
　　・建物全体の減価償却費のうち、本業務を担当している職員の人員により
      按分

　　退職給付金単価に当該調査の常勤職員の人員を乗じて算出した。

　　間接部門費の人件費、物件費、退職給付費用の総額を農林水産省統計部組
　織定員数で除し、当該調査に係る人員を乗じて算出。（調査客体数による按
　分から人員数による按分に変更）

　　印刷製本費（調査票等関係書類）、通信運搬費（郵送料）、備品費、消耗
  品費、被服費、光熱費、通信費（電話料）、借料（パソコン等）、保守料、
  非常勤職員旅費を計上。（調査に直接利用する費目のみ計上。（自動車関係
  費を費目から除く。））

 ・印刷製本費除く物件費については、本業務に要した経費の特定が困難なた
   め農林水産省統計部における各経費を積み上げた額を同部所管の全調査の
   客体数（延べ）で除して１客体当たりの物件費を計算した後、これに本業
   務の客体数を乗じて本調査に係る経費として計上している。
 ・印刷製本費（調査票等関係書類）は、平成19年度：574,00円、平成20年
   度：65,000円として計上している。



２　従来の実施に要した人員 （単位：人）
平成19年度 平成20年度 平成21年度

0.993 1.013 － 
－ － － 

（業務従事者に求められる知識・経験等）

（業務の繁閑の状況とその対応）

（注記事項）

２．他の業務を兼務している常勤職員については、当該業務に携わる比率を考慮
　して算定。

３ 具体的には、業務に従事した日（時間）数を年間の営業日（時間）数で除

常勤職員
非常勤職員

○　統計調査、木材の需給及び価格に関する知識、情報処理（パソコン操作）に関
　する知識、調査対象工場・卸売業者、業界に関する予備知識が必要。

○　木材価格統計調査に関する業務を熟知し、照会対応業務及び督促業務ができる
　こと。

○　本調査は月別調査であるため、時期による業務の繁閑はほとんどない。

○　月毎の人員配置について

　　常勤職員の月毎に配置状況は変わらない。

１．常勤職員は、委託対象の業務に年度を通じて直接従事した人数を記載。

３．具体的には、業務に従事した日（時間）数を年間の営業日（時間）数で除
　し、人員を算出。

５．平成21年調査に民間事業者が実施に要したのは、延べ350人日である。
    その内訳、実査準備（調査関係用品の印刷、調査客体への翌年の調査の連絡・
　協力確認等）20人日、調査票の回収・督促　25人日、調査票の審査・調査客体へ
　の疑義照会対応　65人日、集計及び第１報結果表の作成・審査　24人日、調査客
　体への謝礼支給　20人日。

４．人員については、農政事務所の数値を集計したものである。



３　従来の実施に要した施設及び設備
(1)　平成19年度～20年度

（注記事項）

(2)　平成21年度
【民間事業者】

（注記事項）

３．事業を実施するために必要となる施設及び設備は、受託者において準備する
　必要がある。

○　設備
　　電話、ＦＡＸ、コピー機、パソコン、プリンタ、サーバ、ＬＡＮ、書庫、机・
　いす等

２．事業を実施するために必要となる施設及び設備は、受託者において準備する
　必要がある。

○　設備
　　電話４台、ＦＡＸ２台、コピー機２台、パソコン６台、プリンタ１台、シュレ
　ッダー１台、書庫、机・いす

○　施設
　　会社事務室一角

１．上記設備は、兼務している他業務分を含む。

１．設備について、代表例として示している。

２．上記設備は、兼務している他業務分を含む。基本的には、パソコンは一人一
　台体制だが、電話、ＦＡＸ、コピー機、プリンタは複数名で一台となる。



４　従来の実施における目的の達成の程度

目標・計画 実績 目標・計画 実績 目標・計画 実績
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％
100％ 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

（注記事項）

　　  調査客体数は１年間の総体客体数であり、調査不適合により除外した

１　回収率の算定根拠
 (1)　平成19年度～20年度
　　　回収率（年間）は、以下により算出したものである。

　  客体はない。

　①平成19年度
　　○素材・木材チップ価格調査（回収率100％）
　　　調査対象数：（3,924）工場、回収数：（3,924）工場
　　○木材製品卸売価格調査（回収率100％）
　　　調査対象数：（828）市売市場等、回収数：（828）市売市場等

　②平成20年度
　　○素材・木材チップ価格調査（回収率100％）
　　　調査対象数：（4,020）工場、回収数：（4,020）工場
　　○木材製品卸売価格調査（回収率100％）
　　　調査対象数：（828）市売市場等、回収数：（828）市売市場等

　③平成21年度
　　○素材・木材チップ価格調査（回収率100％）
　　　調査対象数：（3,899）工場、回収数：（3,899）工場
　　○木材製品卸売価格調査（回収率100％）
　　　調査対象数：（813）市売市場等、回収数：（813）市売市場等

平成19年度 平成20年度 平成21年度

素材・木材チップ価格調査

木材製品卸売価格調査



５　従来の実施方法
従来の実施方法（平成21年業務フロー図等）

別紙２及び1３参照

（事業の目的を達成する観点から重視している事項）

（注記事項）

○　既存調査客体の脱落により選定替えする場合は、農政事務所を通じ農林水産省
　統計部と協議し、統計・情報センターにおいて選定し、調査は選定した調査客体
　の調査への協力を確認してから実施している。

○　調査票の回収から公表までの期間が短いため、調査結果を正確かつ迅速に集計
　することが重要である。

　１　調査客体への翌年の調査の連絡・協力確認
　　　21年調査においては、調査開始前に電話により全調査客体に対して調査の協
　　力依頼を行った。

○　民間事業者との連絡を密にし、打ち合わせや電話連絡により情報交換や意見交
　換を行い、調査の実施における具体的な問題点等を把握し改善を図ることにより、
　よりよい統計になるよう努めている。

○　調査客体からの問い合わせに対しては、迅速・丁寧・正確に回答している。

　２　調査客体の継続率
　　　転業、廃業、その他理由により調査を継続することが不可能となった場合を
　　除き、継続率は100％である。
　３　調査方法と実績
　　　21年調査は、郵送、オンライン又はFAXの中から調査客体が希望する方法によ
　　り行った。
　　　○21年12月調査時による報告者数
      ・郵送　　　　115客体

客体

　　　　　調査対象品目の単位について  　等
苦情等　：多忙のため毎月の調査はきつい
　　　　　調査票が届いていない

　４　調査客体からの照会件数（平成21年）

      ・ＦＡＸ　　　232客体
　　　・オンライン　 44客体
　　　なお、調査関係用品の配付及び調査票の回収における郵送料は約28万7千円
　　（郵送に掛かる人件費等は含まない。）であった。

　 21年調査における調査客体からの照会件数は以下のとおり。

その他　：オンライン調査の希望

調査内容：記入の仕方について

　　　　　この調査は何かの役に立っているのか　　等

　　　　　オンラインの回答が送信できない　　等

年間計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



５　従来の実施方法（つづき）
（注記事項）（つづき）

年調査にお 調査客体に支払う調査協力謝金に は 工場 代表者

　５　調査客体への疑義照会件数（平成21年）

　　注：　７月の件数が増加しているのは、全調査客体に対し消費税の取扱いを確認したためである。

　　疑義照会については、当初５名体制で対応してきたが、短期間での事務処
　理が困難なことから４月以降９名体制で対応した。

　６　督促の方法と実績
      平成21年調査の民間事業者による督促の体制は、当初５名体制で対応してい
　　たが、短期間での事務処理が困難なことから、４月以降９名体制で対応した。
　　　その方法については、電話、ＦＡＸ又は、電子メールにより報告期日の事前
　　に行い、連絡がつかない場合は、再度、ＦＡＸ又は電子メールにより督促を行
　　った。

　７　調査客体への謝金支払

年間計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

　　　21年調査において、調査客体に支払う調査協力謝金については、工場の代表者
　　等に対し、口座振込により支給している。

　　掛かる人件費や振り込み手数料等は含まない。）支払った。
　　　延べ403客体に対し、１客体年間最大4,600円で総額約179万円（謝礼支払いに

年間計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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32 7
宮　　　城 16 -

東 青　　　森 11 -
岩 　 　手 15 -
秋      田 15 -

北 山      形 11 -
福      島 12 -
埼      玉 - 7
茨      城 - -

関 栃      木 7 -
群      馬 - -
千      葉 - 8
東      京 - 4
神　奈　川 - 8

東 山      梨 - -
長      野 4 -
静      岡 14 -
石      川 4 -
新      潟 11 -
富      山 8 -
福      井 - -

東 愛      知 6 7
岐      阜 6 -

海 三      重 12 -
京      都 8 -

近 滋      賀 - -
大      阪 - 9
兵      庫 - 5

畿 奈      良 6 -
和　歌　山 14 -
岡      山 6 -

中 鳥      取 1 -
島      根 9 -

国 広      島 14 5
山      口 8 -

四 徳      島 8 -
香      川 - -

国 愛      媛 10 -
高      知 10 -
熊      本 13 -

九 福      岡 9 7
佐      賀 - -
長      崎 - -
大      分 9 -

州 宮      崎 13 -
鹿　児　島 9 -

沖         縄 - -
331 67

北 海 道

北
　
陸

平成22年　木材価格統計調査　都道府県別客体数

木材流通統計調査

木材価格調査

　　　　　（23年についても同数を予定。24年～25年については、24年に調査品
　　　　　　目を見直すこととしていることから変更となる場合がある。）



別紙 ４

１　素　材

（１）　製材用素材

ま　　つ 中丸太 込　み
小丸太 〃

〃
〃

大丸太 〃
中丸太 〃

からまつ 中丸太 〃
えぞ・とどまつ 大丸太 〃

米 ま つ 丸　太 №３
米 つ が 丸　太 〃

北洋材 北洋えぞまつ 丸　太 込　み

（２）　合単板用素材

外材 北洋材 北洋からまつ 丸　太 (合板適材)

（３）　木材チップ用素材

込　み
〃

２　木材チップ

調 査 品 目 及 び 規 格 一 覧 表

す　　ぎ 中丸太

ひ の き

品　　　　　目

14～22×3.65～4.0

国
産
材

等　級樹　　種 材　種
（径　㎝×長　ｍ）

規　　　格国産・
外材別

24～28×3.65～4.0

14～22×3.65～4.0
８～13×3.65～4.0

等　級

チップ向け

樹　　種 材　種

等　級

丸　太国産材
チップ向け

針 葉 樹

外
材

米　材
30上×6.0上

針葉樹・広葉樹別 材　種

〃
20～28×3.8上

20上×4.0上
（径　㎝×長　ｍ）

規　　　格

30～36×3.65～4.0
24～28×3.65～4.0

30～38×3.65～4.0
14～28×3.65～4.0

パルプ向け

用　　　途

パルプ向け

規　　　格

広 葉 樹

針 葉 樹
広 葉 樹

針葉樹・広葉樹別



３　製　品

（１）　製材品

10.5～12.0×24.0×3.65～4.0 ２級
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

1.2～1.5×21.0～24.0×3.65～4.0 １級
米まつ 10.5～12.0×24.0×3.65～4.0 ２級

防腐処理材
（乾燥材）

（２）　合板

普通合板 針葉樹合板 １　類

（３）　集成材

集成材 １　等

調 査 品 目 及 び 規 格 一 覧 表

品　　　　　目
国産・
外材別 樹　　種 規　　　格 等級（厚㎝×幅㎝×長ｍ）材　種

１級板 1.2～1.5×15.0×3.65～4.0

外
材 12.0×12.0×4.0

米つが米　材
防腐処理材

平　角

正
　
角

ま　　つ
10.5×10.5×3.0
12.0×12.0×3.0

10.5×10.5×3.65～4.0
10.5×10.5×3.0
12.0×12.0×3.0

12.0×12.0×3.0

10.5×10.5×3.0
12.0×12.0×3.0

10.5×10.5×3.65～4.0
10.5×10.5×3.0

えぞ・とどまつ 10.5×10.5×3.65～4.0

12.0×12.0×4.0

板

規　　　格
（厚㎝×幅㎝×長ｍ）

国
産
材

製品別 品　　目
規　　　格

（厚㎝×幅㎝×長ｍ）

平　角

正　角
（乾燥材）
正　角

北洋材 北洋
えぞまつ

製品別 品　　目

〃

〃

10.5×10.5×3.0

す　　ぎ

ひ の き

正　角

正　角
（乾燥材）

正　角

ホワイトウッド集成管柱

1.2 ×91×1.82
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審査、集計、検討事項一覧表

調査名 木材価格統計調査（平成 年 月）

１ 調査票の審査
確認欄

審 査 ・ 確 認 事 項
日付・氏名

① 価格、対前月差について記載もれ、間違いはないか。
また、消費税を含めた取引価格となっているか。

② 価格変動の要因について、前月価格と当月価格に「審査基準」以上
の変動がある客体について、変動要因が記載されているか。変動要因
が記載されていない場合、調査客体への確認を行い調査票に記入した
か。

③ 同一価格が３ヶ月以上継続している客体がある場合、調査客体への
確認を行い、実際の取引価格か推定価格を確認したか。

※ 「推定価格」とは、調査月に調査する品目の取引がなかった場合、又
取引があっても正常な取引価格でない場合に記入されている価格。
この価格は、当該月に最も近い月の調査した価格に基づいて、調査月

他の調査品目の価格動向を考慮し、推定価格を算出して記入されている。
その場合記入欄の左に「○推」と記入されている（オンライン調査の

合は「価格変動の要因」欄に「推」と記入されている。）。

④ ①～③による確認を行った結果、修正がある場合は、調査票へ修正
内容を記入したか。

２ 調査票の集計及び検討（都道府県別結果表の作成）
(1) 集計

審査済みの調査票を用いて以下の事項について毎月必ず集計する。

ア 当月の都道府県平均価格の算出
都道府県ごと、調査品目ごとに調査価格を合計し、それを調査客体数で除

して求める（単純平均）。ただし、算出した都道府県平均価格は、以下の方法
により四捨五入する。

(ｱ) 針葉樹合板以外の価格
都道府県平均価格は、1,000円以上は100円、100円以上1,000円未満は10円単

位に単位未満を四捨五入する。
例 四捨五入する前 四捨五入した数値



1,000円以上 1,234 1,200
100円以上1,000円未満 123 120

(ｲ) 針葉樹合板価格
都道府県平均価格は、金額に関わらず10円単位に単位未満を四捨五入する。

例 四捨五入する前 四捨五入した数値
1,000円以上 1,234 1,230
100円以上1,000円未満 123 120

イ 前月価格
農林水産省において審査が終了した前月報告値を用いる。

ウ 対前月差の算出
（当月価格）－（前月価格）で算出する。

(2) 都道府県別結果の審査・検討事項
確認欄

審 査 ・ 検 討 事 項
日付・氏名

① 入力した数値に誤りはないか。

② 「審査基準」以上の変動がある品目について、都道府県別結果表に
価格変動の要因が記入されているか。

③ 都道府県別結果のうち、「審査基準」以上の変動がある品目につい
て、変動要因が妥当であるか。
例 住宅着工戸数、製材統計調査結果等から予想して検討する。

３ 全国結果の集計及び検討（第１報の統計表の作成）
(1) 集計

審査済みの都道府県平均価格を用いて全国平均価格を算出する。

ア 当月の全国平均価格の算出
全国平均価格は、調査都道府県における推定消費量（推定生産量、推定販売
量）のウエイト（平成17年）により加重平均して算出する。ただし、算出した
全国平均価格は、２の（１）のアに示した方法により四捨五入する。

イ 前月差
（当月価格）－（前月価格）で算出する。

ウ 前月比
（当月価格）／（前月価格）×１００ で算出する。

エ 前年同月比
（当月価格）／（前年同月価格）×１００ で算出する。



(2) 全国平均価格の審査・検討事項
確認欄

審 査 ・ 検 討 事 項
日付・氏名

① 全国平均価格、都道府県別価格は正しく入力されているか。

② 国産材のうち、同一樹種の素材価格及び製品卸売価格を比較して、
その動向に問題はないか。

③ 調査客体が３未満の都道府県に、秘匿措置がかけられているか。

○ 価格の変動要因を必ず把握しなければならない基準

品目 審査基準

製材用素材価格 前月比±３％以上

合単板用素材価格 前月比±３％以上

木材チップ用素材 前月比±３％以上
価格

木材チップ価格 前月差±500円以上

製品卸売価格 前月差±400円以上
製材品価格

合板価格 前月差±30円以上

集成材価格 前月差±200円以上
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別紙13
平成22年３月17日
農 林 水 産 省
大臣官房統計部

民間競争入札実施事業
木材流通統計調査のうち木材価格統計調査の実施状況について

（平成21年調査分）

Ⅰ 事業の概要
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平成18年法律第51号）に基

づく民間競争入札を行い、以下の内容により平成21年及び22年調査の事業を実施してい
る。

１ 事業内容
木材価格統計調査における実査準備（調査関係用品の印刷等）、調査票の配付・回

収、督促、照会対応、審査（疑義照会）、集計、都道府県別結果表及び第１報の統計
表の作成に係る業務

２ 契約期間
平成20年11月から平成22年12月までの２年２か月間

３ 受託者
財団法人 農林統計協会

Ⅱ 確保すべき質の達成状況及び評価
平成21年調査（１月から12月分）における確保すべき質の達成状況及び評価は次のと

おり。

１ 調査票の回収・督促
毎月の調査票の回収率は、電話、ＦＡＸ又は電子メールにより督促を行った結

果、国が実施した時と同様の100％を達成した。
表１ 月別回収率（平成21年）

注：休廃業した調査客体を除く。

年間計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,712 400 396 398 393 389 391 390 391 391 391 391 391
4,712 400 396 398 393 389 391 390 391 391 391 391 391

督促回収率(%) 19.1 38.5 32.3 28.1 47.6 18.0 7.2 10.0 14.3 8.7 9.5 8.7 5.6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0回収率(%)

調査客体数
回収数

未回収数



２ 調査客体からの問い合わせ対応、調査票の審査、疑義照会対応及び報告
(1) 調査客体からの問い合わせ対応

民間事業者は、実務担当者への業務マニュアルの作成に当たり、農林水産省との
打ち合わせを十分に行い、調査票へ記入する価格の照会の対応など具体的な事例を
含んだ業務マニュアルを作成した。また、実務担当者への研修は、農林統計調査に
精通した民間事業者の職員を講師とし、実践的な研修を行った。

表２ 調査客体から民間事業者への問い合わせ・苦情等対応状況（平成21年）

○ 問い合わせの主な内容
ア 調査内容：記入の仕方について

調査対象品目の単位について 等
イ 苦情等 ：多忙のため毎月の調査はきつい

調査票が届いていない 等
ウ その他 ：オンライン調査を希望したい

オンライン送信の仕方が分からない 等
(2) 調査票の審査、疑義照会対応、報告
ア 民間事業者は、実務担当者への審査、疑義照会対応の業務マニュアルの作成に
当たり、農林水産省との打ち合わせを十分に行い、価格の増減要因の確認など具
体的な事例を含んだ業務マニュアルを作成した。また、実務担当者への研修は、
農林統計調査を経験した民間事業者の職員を講師とし、実践的な研修を行った。
イ 調査票の審査は、「審査、集計、検討事項一覧表」に基づき、同一調査票につ
いて複数の者で行い、その結果、「審査、集計、検討事項一覧表」の基準を超え
たデータ及び未記入や不備等があったものについて、疑義照会を行い、修正した
内容についても、複数の者で確認を行った。その後、入力したデータについても
「審査、集計、検討事項一覧表」に基づき作成した審査プログラムを用いて、審
査・疑義照会の確認を行った。

ウ しかしながら、21年１～２月調査分については、調査結果を報告することを優
先し、疑義照会が未完了の状態で農林水産省へ調査結果の報告を行った。このた
め、農林水産省において、疑義照会が終了していない１月97客体、２月70客体の
調査票について審査を行う必要が生じた。
このことから、農林水産省は、３月調査分から疑義照会を完了後に報告を行う

よう指導を行った。
その結果、３月に１～２月分を含めた疑義照会が発生し、報告日は４日遅延し、

１～２月調査分の公表値を訂正する必要が生じた。

年間計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



エ これは、民間事業者における林業・製材業の知見及び調査ノウハウの不足並び
に業務増加時の人員体制が整備されていなかったことによる。
このため、４月に民間事業者は人員を５名体制から９名体制へ増員する等の再

発防止の対応を行った。この結果、業務増加に対応出来ないとの理由での報告の
遅延は、現在のところ改善されている。
なお、21年調査全体での疑義照会は、国で行っていた時の件数70件に比べ、

1,306件と大幅に増加した。
オ また、本業務について民間事業者にヒアリングを行ったところ、審査は木材の
専門的知見がないと十分行えない、調査客体が零細な事業所が数多く、担当者等
との連絡がとれない、月別調査という性質上、トラブルがあった場合のリカバリ
ーの期間が短いなどの意見が挙げられた。

表３ 月別疑義照会件数（平成21年）

注： ７月の件数が増加しているのは、全調査客体に対し消費税の取扱いを確認したためである。

表４ 農林水産省への報告遅延回数・日数、報告値の
修正回数及び公表値の修正回数（平成21年）

注：１ 国が実施していた平成20年における地方組織から本省への報告の遅延回数、遅延日程及

び報告値の修正回数については資料が存在しない。

２ ７月の報告日数が遅延しているのは、全調査客体に対し消費税の取扱いを確認したため

であり、１～６月の「修正した調査客体数」には、その修正に係る252調査客体が含まれる。

３ 評価
回収率については、確保されるべき質として定めた、毎月の調査票の回収率100％

年間計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

年間計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月



を達成しており評価する。
しかしながら、民間事業者においては、①月別調査のノウハウや木材の知見が十分

蓄積されていなかったこと、②疑義照会が増加した時の体制を整備していなかったこ
とから、短期間に事務処理が集中する中で、督促や疑義照会が十分行えず、調査結果
の報告の遅延や修正報告といった支障が生じた。これは、統計精度の維持の観点から、
不十分な対応であったと考える。
この点については、事業従事者の増員等の再発防止策を作成したことにより、現在、

報告遅延回数及び遅延日数、報告値の修正回数が少なくなっている。

Ⅲ 実施経費の状況及び評価
１ 実施経費

本業務に要した経費（税込）は、下表のとおり（実施経費は概算）。

なお、業務初年度における見積経費と実施経費の主な差異については以下のとおり。
(1) 人件費

督促や疑義照会など短期間に事務処理が集中したことにより、作業人員を５名
から９名に増員したことから増加した。

(2) 事業関係費
ア 印刷経費

調査票の印刷について、都道府県名及び整理番号をプレプリント（あらかじ
め調査票に印刷）したことから増加した。

イ 郵送費（郵送･返送・通信料）
調査票の回収について、郵送からＦＡＸ又はオンラインに変更した調査客体

があったことから減少した。
ウ 謝礼金

調査客体数が休廃業により減少したことから減少した。
(3) その他（事務所費、謝礼金振込手数料等 ）

民間事業者の業務のうち、本業務の占める割合が増加したため、事務所費が増
加したこと、取引銀行以外への振り込み件数が見積もりより多くなったため、振
込手数料が増加したこと等から増加した。

１　人件費
２　事業関係費
　　①調査関係用品の印刷費
　　②調査関係用品の郵送費
　　③システム開発費
　　④謝礼金
３　その他



２ 評価
今回の事業において、初年度については、民間事業者の実施経費が契約金額（見積

経費）をわずかに上回った。
人件費がわずかに上回ったことについては、統計精度の維持の観点から不可欠なこ

とであると考える。

Ⅳ 事業の実施状況
１ 実施体制

以下のとおりである。

２ 実査準備
(1) 実査準備（調査関係用品の印刷、調査客体への翌年の調査の連絡･協力確認等）
ア 調査関係用品の印刷状況

印刷原稿について農林水産省の確認後、12月３日に印刷を行い、印刷終了後
の12月13日に農林水産省へ全調査関係用品５セットを納品した。
印刷部数については、以下のとおり。

注：予備には、実査処理用、農林水産省提出分含む。

イ 調査客体への翌年の調査の連絡･協力確認
調査開始前に、電話により全調査客体に対して調査の協力依頼を行うとともに、

調査実施機関が変更になったことを連絡した。また、調査客体にオンライン調査
への変更の案内を行った。



ウ 調査客体の選定業務の実施状況は以下のとおり。
・平成20年12月18日～平成21年１月８日
394調査客体に対して調査協力の確認を行い、全調査客体から調査協力の了解

を得た。（平成20年12月時点での調査客体数。その後６件追加あり。）
・合計 延べ20人日

３ 実査
(1) 調査関係用品の配付

調査関係用品の発送については、宅配便により平成20年12月～平成21年１月に全
調査客体に発送した。
創意工夫した点としては、調査関係用品の他に、毎月の報告期日を明示したもの
を同封したことが挙げられる。

(2) 調査客体からの照会対応
調査客体からの照会対応については、電話を４台設置し４名で対応した。
創意工夫した点としては、照会のあった内容を業務マニュアルに追記し、それ以

降の照会対応が効率的に行えるようにしたことが挙げられる。
調査客体からの照会対応業務の実施状況は以下のとおり。
・平成20年12月１日～平成21年12月28日
・土日・祝日を除く9：00～18：00
（上記、期間及び時間帯は、常時、４名を配置し対応）

(3) 調査票の回収・督促
調査票の回収については、郵送、オンライン又はＦＡＸの中から調査客体が希望

する方法により行った（平成21年12月調査時、郵送115客体、オンライン44客体、
ＦＡＸ232客体）。また、当初督促無しの回収率が低かったことから、５月から電
話、ＦＡＸ又は電子メールにより報告期日の事前通知を行った。
督促の体制は当初５名で対応していたが、短期間での事務処理が困難となってき

たことから、４月以降９名体制で実施した。
創意工夫した点としては、

① 回収について電話、ＦＡＸ又は電子メールにより報告期日の事前通知を行った
こと

② 督促について、連絡がつかない場合はＦＡＸ又は電子メールにより督促を行っ
たこと

③ 回収、督促の状況を一覧表に整理し、担当者が確認できるようにし、回収、督
促漏れのないよう行ったこと

が挙げられる。



調査票の回収・督促業務の実施状況は以下のとおり。

合計 延べ25人日

４ 調査票の審査、調査客体への疑義照会
調査票の審査については、複数の者が目視により審査を行い、疑義照会を行った。

その後、作成した審査プログラムを用いて再度、審査基準を超えたデータについて、
その理由を確認し、調査客体に電話（担当者が不在の場合はＦＡＸ又は電子メール）
により疑義照会を行った。
調査票の審査、調査客体への疑義照会の体制は当初５名で対応していたが、短期間

での事務処理が困難となってきたことから、４月以降９名体制で実施した。
疑義照会について創意工夫した点としては、疑義照会を通じて、担当者との連絡が

つきやすい時間帯を把握し効率的に行ったことが挙げられる。
調査票の審査、調査客体への疑義照会業務の実施状況は以下のとおり。

※合計 延べ65人日

５ 集計及び第１報結果表の作成・審査
集計及び第１報結果表の作成については、自動集計プログラムを用いて、調査票デ

ータを集計表に自動的に加算・集計する方法で行った。

調査票の回収及び督促の実施期間 備　　考
１月 1/21～1/26
２月 2/23～2/27
３月 3/20～3/27
４月 4/17～4/23 督促開始を早めた
５月 5/15～5/25 FAX又は電子メールによる

報告日の事前通知を開始
６月 6/19～6/24
７月 7/17～7/27
８月 8/19～8/25
９月 9/16～9/25

１０月 10/16～10/27
１１月 11/20～11/26
１２月 12/18～12/28



集計結果の審査については、責任者の管理の下、二人一組で審査基準に基づいて行
った。
集計及び第１報結果表の作成・審査業務の実施状況は以下のとおり。

※合計 延べ24人日

６ 調査客体への謝礼支給
調査客体への謝礼の支給については、１年間の調査終了後、調査客体へ電話により

謝金の振込先口座の確認を行い口座振り込みにより行った。
調査客体への謝礼支給業務の実施状況は以下のとおり。
・平成22年１月12日～１月19日
・合計 延べ20人日

調査客体への謝礼支給の状況は以下のとおり。

注： 調査の継続が困難となった調査客体について、代替の調査客体を選定し、調査を実施

したことから、謝礼を支払った調査客体数が毎月の調査客体数を上回っている。

７ 調査客体への対応状況
平成21年10月末現在の木材価格統計調査におけるすべての調査客体に対して民間事

業者の対応状況について把握を行った。
(1) 実施状況

①事務局からの調査協力依頼状況、②事務局への問い合わせ等の対応状況、③事
務局からの督促対応状況、④事務局からの疑義照会等対応状況、⑤事務局全体の感
想について、アンケートを実施（平成21年12月８日発送、平成21年12月25日締切り）
した。

謝礼支払い

受領辞退



(2) 集計結果
① 調査協力依頼状況

時間帯について「不都合であった」との回答が４調査客体、応対態度について
「どちらかというと悪い」という回答が２調査客体あった。協力依頼の説明内容
については「わかりづらい」・「どちらかというとわかりづらい」との回答が７
調査客体からあった。

② 問い合わせ等の対応状況
説明内容が、「どちらかといえばわかりづらい」との回答が１調査客体からあ

ったほかは、応対・態度・説明内容等について好意的な回答であった。
③ 督促対応状況

督促電話の時間帯について「不都合があった」との回答が２調査客体からあっ
たほか、応対態度で「どちらかといえば悪い」との回答が１調査客体、「調査票
の記入を軽視する発言があった」との回答が６調査客体からあった等の不適切な
対応もみられた。

④ 疑義照会等対応状況
時間帯について「不都合があった」との回答が４調査客体、応対態度が「どち

らかというと悪い」との回答が３調査客体からあったほか、内容照会の説明が「わ
かりづらい」・「どちらかというとわかりづらい」との回答が７調査客体からあ
った。

アンケートにおける批判的な回答は、林業・木材等に関する専門的知見の不足等が
招いたものと考えられる。
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